
（様式第２号） 

令和７年８月２０日 

ＳＤＧｓ達成に向けた宣言書 

所在地： 新潟県東蒲原郡阿賀町谷沢１０４０番地 

名 称： 株式会社 新栄建設 

代表者： 代表取締役 新発田正明 

 

 当社は、下記のとおりＳＤＧｓ達成に向けた取組を行い、積極的にＳＤＧｓを推進することを宣言します。 

記 

分野 

(三側面) 
具体的取組 

2030 年に向けた指標 

（現状値：2025 年度） 

関連する

ゴール 

環境 

【現在行っている取組】 

町内全域の清掃活動の実施 

古民家解体時に発生する良質な木材の再利用 
町内清掃活動の実施 

11 

12 

13 

 

 

【今後新たに行う取組】 

古民家ネットワークの整備 

建築廃材の分別処理の徹底 

【現状値】 年 1 回 

【目標値】 年 2～3 回 

社会 

【現在行っている取組】 

週休２日制の導入 

有給休暇の積極的な取得推進 
有給休暇取得率 

 

5 

10 

 

【今後新たに行う取組】 

育児・介護休暇制度の拡充 

時間外労働の削減 

【現状値】  60％ 

【目標値】 100％ 

経済 

【現在行っている取組】 

従業員の資格取得の推奨 

県・町と連携し率先した地域インフラへの予防安全活動 
ICT を利用した工事件数 4 

8 

17 
【今後新たに行う取組】 

ICT による施工件数を増やす 

ドローンを活用した多角的な災害状況の把握 

【現状値】２件 

【目標値】４～５件 

その他 

【現在行っている取組】 

東蒲杉の積極的な利用による地産地消 

 

東蒲杉を使用した住宅の

建築 
15 

【今後新たに行う取組】 

新築住宅建築を検討するお客様へ地元木材利用時の 

補助金を紹介 

【現状値】 １件 

【目標値】 2～3 件 

※３側面（環境・社会・経済）のうち複数の分野にまたがる取組については、最も関係が深い分野の欄に記載してください。どこに

も該当しない取組は、「その他」に記載してください。（「その他」欄の記載は登録要件ではありません。） 

※３側面全てで必ず１つ以上の取組（「現在行っている取組」「今後新たに行う取組」のいずれか（又はいずれも））を記載し

てください。 

※３側面のうち１つ以上は「今後新たに行う取組」を記載してください。 


